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  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」

という。）第１４条の３の規定に基づき、株式会社新日本オゾンの産業廃棄物収

集運搬業の事業の全部停止を命じました。 
 

１ 処分対象者 

 名    称：株式会社新日本オゾン 

 代 表 者：代表取締役 笹岡 啓二 

 所 在 地：東京都日野市新井一丁目１５番地の１０ 

 許可の内容：産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く。） 

 許 可 番 号：０１１０２１５３１６４ 

 

２ 処分内容 

  法第１４条の３第１号に基づく産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く。)の 

 事業の全部停止 ６０日間 

  （令和８年２月１８日から令和８年４月１８日まで） 

 

３ 処分年月日 

  令和８年２月１７日 

 

４ 処分理由 

（１）株式会社新日本オゾンは、自らが受注しているグリーストラップ洗浄清掃業務

で発生した汚泥の収集運搬業務について、埼玉県での収集運搬業の許可を持たな

いＡ社に株式会社新日本オゾン所有の収集運搬車両を貸し、自身の名義で運搬さ

せた。このことは法第２５条第７号に規定する違反行為に該当する。 

 

（２）産業廃棄物の汚泥の収集運搬に際し、法第１２条の３に基づく産業廃棄物管理

票の運搬担当者の氏名欄にＡ社の社員の氏名を株式会社新日本オゾンの社員の

氏名として記載させた。このことは、法第２７条の２第２号に規定する違反行為

に該当する。 
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